
第９回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２３年１２月２０日（水）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　Zoomミーティング
１．出席幹事　
出席幹事の数　１９名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長足立啓成を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　　相談センター新予約サイトの説明　　　
総合法律相談センター運営委員会　副委員長　井崎康孝

　　変更のポイント
（1） 市民が予約サイトで希望する相談分野、日時、場所等を入力し、条件に当てはまる弁護士を一覧で確認したうえ、希望する弁護士への相談を予約できるようになります。
（2） 一覧では、氏名、性別のほか、分野別登録、専門相談名簿への登録、重点取扱い分野等の情報が表示され、また「弁護士詳細情報」のボタンをクリックすれば会員検索システムにジャンプするようになります。
（3） 市民向けには専門相談の枠はなくなります。もっとも、対内的には割当のために専門相談の枠は残ります。

２　　大弁会務報告（副会長：高江俊名）
（1） １２月２３日　「ジュリアン」映画上映会＆シンポジウム
　　　　　　　～離婚後の共同親権導入について考える
（2） 大阪弁護士会ラインアカウント開設
リーガリューラインスタンプ販売
（３）国際ロマンス詐欺の救済をうたい広告業者に弁護士名義を貸していたとして、大阪弁護士会が会員に対して懲戒請求を行った。常議員会では、事前公表基準に基づき、これを対外的に公表し、注意喚起すること決めた。
　
３　　次年度各期幹事推薦届出のお願い
　　　次年度各期幹事を推薦いただきたい。締め切りは１月１７日。

４　　幹事会懇親会の件（再告知）
　　　２０２４年２月２７日（火）１９時～

５　　各委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会
５　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会
（1） 政策委員会（委員長：松井淑子）
1 １月２３日「AIと憲法―海外はAI規制にどのように対応しているかー」
　　　山本龍彦教授がゲスト。「AIと憲法」の編著者。
　　　レターケースにチラシを配布した。
2 法テラスの報酬問題・・・次年度に向けての検討課題として議論している。
　・競争法的な問題の有無
　・法テラスの予算の問題

（2） 広報委員会（委員長：松尾洋輔）
1 春号準備中：３月２８日発行予定。
松井会員応援記事、正副幹事長の退任・就任挨拶
長崎諫早湾を取材した特集記事
2 ニュースレター１２月号発行。
新しい連載記事として、板﨑遼委員によるカードゲーム/ボードゲーム紹介

（３）研修委員会（委員長：今井力）
①２月１０日の人権フェスタの際にプリズン・サークルを上映する。研修委員会が実働部隊。会場は１２０名まで。上映後、坂上監督、金沢泰祐牧師が討論会をする。
②２月２６日ヒヤリハット研修の準備をすすめている。リアル会場のみ。

（４）親睦委員会（委員長：西田敦）
1 １１月１５日にワインの夕べを開催した。盛り上がった。
2 １１月２５日に東天満の歩き方を開催した。少人数でワイワイ楽しめた。
3 １月２９日１９時～副会長就任祝い＆新人歓迎会する。
4 ２月１７日（予定）新人歓迎旅行、新人歓迎会。尾道。入会日との関係で日程的に結構ぎりぎりになりそう。早めの申し込みにご協力いただければと思う。
5 ２月１０日　劇団四季観劇

（５）若手会（世話役代表：安原邦博）
　①１１月２９日帰り企画としてBBQ＠難波を開催した。盛況。
②１月頃開催予定　美食会
3 １１月１８日　各会派対抗ゴルフは４位だった
4 ２０２４年３月１日１７時半～　６６期追い出しコンパ＆新人歓迎会
＠ラブセントラルを予定

６　　会費減額検討PTからの報告（溝上絢子副幹事長）
（1） 今後の収支予測からすれば、収支均衡又は若干の黒字にとどまると考えられるため、全会員について一律一定の減額をすることはできない。
（2） 若手会員を対象として年額１万円とする減額は可能。
（3） 特別拠出金は維持すべき
（4） 繰越金の使途については、若手会員の会費減額を填補したり、その他会費減免事由の拡大や会派活動活性化のための支出を検討すべき。残った繰越金は将来の行事（選挙や周年行事）に備えて残存させるのが相当。

※時間が足りないので、質疑は次回へ
７　　予算執行状況の報告
　　　　収入のうち会費８５５万円。未納の人に督促のFAXを送信した。
　　　　総会で改めて説明する。

８　　新入会員の報告
　　　　塚田朋子会員（５１期　由良・塚田法律事務所）

９　　１２月２５日（月）１８時～
　　　春秋会　定時総会　＠大阪弁護士会館１００２会議室

　　　　以　　上

